
同一契約者グループ内の通話料金を
定額にできるサービスです。

（料金サービス）

ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備のサービスです。

グループ通話定額
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ご利用上の注意事項グループ通話定額

コミュニケーションが

とりやすくなります

グループ内には
ひかり電話オフィスタイプもしくは
ひかり電話オフィスA（エース）
のご契約が1契約以上必要です。

対象となるグループ内の回線は
契約者の名義が

同一の場合に限ります。

NTT西日本のひかり電話・
ひかり電話オフィスタイプもしくは

ひかり電話オフィスA（エース）に限ります。
（NTT東日本の回線とは

グループを組むことはできません。）

グループ通話定額とは

●複数の事業所をグループ登録することにより、登録した契約者回線間の通話料を定額にて
提供するサービスです（ひかり電話オフィスA（エース）では標準装備されているためオプション
サービス利用料金は不要です）。

●同一グループには、ひかり電話（IP電話サービス）を混在させることも可能です。ただし、グルー
プ内にひかり電話オフィスタイプもしくはひかり電話オフィスA（エース）の契約が1契約以上必
要です。

割引対象となるグループの条件

同一名義で
複数契約しているグループ

（料金サービス）

ひかり電話オフィスタイプ ひかり電話オフィスＡ（エース）

標準装備
月額利用料金
1チャネルごと440円

ご契約回線でご利用いただいているすべてのチャネルに応じた
月額定額料が必要です。

本  社

支  店支  店

グループ内の
通話料定額

【グループ通話定額について】
●グループ通話定額は、同一契約者名義のNTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタ
イプ・ひかり電話オフィスA（エース）をグループ登録することにより適用されます。
●NTT東日本の回線やひかり電話基本プラン以外のひかり電話A（エース）、安心プランおよ
びもっと安心プラン（いずれもIP電話サービス）については登録できません。
●同一グループの回線以外への通話は通常の通話料金がかかります。
●一つの回線が複数のグループに属することはできません。
●通話明細記録区分は「希望（全桁記録）」でのお申し込みが必要です。
●「コラボ光ひかり電話」に転用されるときは、グループ通話定額対象のグループを新たに設
定していただく必要があります。なお、NTT西日本のひかり電話・ひかり電話オフィスタイ
プ・ひかり電話オフィスA（エース）を契約されている拠点と「コラボ光ひかり電話」（転用を
含む）拠点を組み合わせて同一グループを設定することはできません。

【月額定額料について】

●グループ通話定額の定額料は、ひかり電話オフィスA（エース）の月額利用料に含まれます。
●ひかり電話およびひかり電話オフィスタイプをグループ登録する場合は、グループ通話定
額のご契約が必要となります。
　また、ひかり電話およびひかり電話オフィスタイプの全チャネルに対して、1チャネルあたり
440円の月額利用料が必要です。

●グループ通話定額の適用には、お申し込みが必要です。
●グループ通話定額の適用には、ご契約ならびにひかり電話オフィスタイプ全チャネルに対して、
1チャネルあたり440円の月額利用料が必要です。

●チャネル単位・番号単位の契約はできません。また本サービスを契約解除した回線は、同一
月内に再度ご契約いただくことはできません。
●グループに属する回線数が1のみの場合、割引対象通話は発生しませんが、月額定額料は
発生いたします。
●グループ通話定額の月額定額料については、日割計算が発生します。
●対象通話が月額定額料に満たない場合でも定額料を請求させていただきます。
●月額定額料の適用開始日について、ひかり電話オフィスタイプと同時工事の場合は、工事
日からの適用となり、既設のひかり電話オフィスタイプへの新設工事の場合は、申込日の翌
日からの適用となります。

【適用対象通話について】
●無料となる通話は、NTT西日本管内の同一グループのひかり電話サービスへの音声通話です。

ひかり電話オフィスA（エース）でご契約のお客さま

ひかり電話オフィスタイプでご契約のお客さま

1,430円
ひかり電話オフィスタイプ
1契約ごとの基本料金

5,940円
フレッツ 光ネクスト　ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼
（FTTHアクセスサービス）を

ご利用の場合

＋ 1,210円
ひかり電話オフィスA（エース）
1契約ごとの基本料金

5,940円
フレッツ 光ネクスト　ファミリー・
スーパーハイスピードタイプ 隼を

ご利用の場合
＋

『法人向けひかり電話サービス』とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」（いずれもIP
電話サービス）を指します。
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●インターネットのご利用にはプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。



提供イメージ

同一名義契約グループ

Ａ／Ｂ･･･グループ通話定額ご契約
Ｃ･･････グループ通話定額未契約

・A-B間の通話料は、定額です。
・A-C間、B-C間の通話は、通常の通話料
が発生します。

Ａ

B C
契約

契約

未契約

通話料
定額

同一名義契約グループ

Ａ／Ｂ／Ｃ･･･グループ通話定額ご契約

・A-B間、B-C間、A-C間の通話料は定額
です。

Ａ

B
契約

契約

通話料
定額

契約

C
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